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上野原市条例第３０号 

　　　上野原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

　（上野原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第１条　上野原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例（平成２６年上野原市条例第２８号）の一部

を次のように改正する。 

　　第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号

（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあって

は、認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育

・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２８条第２項において準

用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

　（上野原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第２条　上野原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年上野原市条例第２９号）の一部を次のように改正

する。 

　　第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号

」に改める。 

　　第２３条第２項中「修了した保育士」の次に「（法第１８条の２７

第１項に規定する認定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」とい

う。）の区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士



又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に規定する

地域限定保育士（以下「地域限定保育士」という。））」を加える。 

　　第２９条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内

にある小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士又は当該認定地方公

共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加え

る。 

　　第３１条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内

にある小規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該認定地方公

共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加え

る。 

　　第４４条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内

にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定

地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」

を加える。 

　　第４７条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内

にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定

地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」

を加える。 

　　附則第８条中「この条において」を削る。 

　　附則第９条に次の１項を加える。 

　２　認定地方公共団体の区域内にある小規模保育事業所Ａ型等につい

ての前項の規定の適用については、同項中「除く。）」とあるのは

、「除く。）又は当該小規模保育事業所Ａ型等が所在する認定地方

公共団体の区域に係る地域限定保育士」とする。 

　（上野原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第３条　上野原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成２６年上野原市条例第３０号）の一部を次のよう

に改正する。 

　　第１０条第３項第１号中「保育士」の次に「（法第１８条の２７第



１項に規定する認定地方公共団体の区域内にある放課後児童健全育成

事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法

第１８条の２９に規定する地域限定保育士）」を加える。 

　　第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号

」に改める。 

附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。


